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１　施設の概要

←○、×を記入

～

人 人 人

指定管理者制度導入施設評価票

評価対象年度 令和４年度

施　設　名 秋田県営秋の宮山荘 設置年 平成

所　在　地 湯沢市秋ノ宮字殿上１番地の１

指定管理者 秋の宮山荘ＳＡ運営共同事業体

県所管課 観光戦略 観光地域マネジメント推進 チーム

新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における、当該施設の位置付け・目
標

人口減少の進行やデジタル技術の進展等のほか、コロナ禍により旅行ニーズの個
人化・個性化が一層強まるなど、観光を取り巻く環境が大きく変化している中、
自立した稼ぐ観光エリアの形成に向けた地域観光を担う施設
新秋田元気創造プランや各分野の個別計画等における目標を達成するための取組
として、当該施設に求められているもの

旅行者の多様なニーズに応じたサービスの提供

施設の面積 敷地面積17,252㎡、延床面積4,936㎡

主な設置施設
客室、レストラン、宴会場、浴場など

料金制 有（利用料金併用制　・　完全利用料金制）　無（指定管理料制）

料金設定 別紙

サウンディング実施対象施設※ ○

指定期間 R4.11.1 R5.10.31

営業期間・時間 年中無休（メンテナンス休館あり）

秋田県営秋の宮山荘の次の業務
①管理運営業務　　②施設設備維持管理業務
③企画運営業務　　④事務処理業務

直近３年の年間利用者数 Ｒ２ 10,822 Ｒ３ 8,819 Ｒ４ 2,809

直近３年の年間料金収入 Ｒ２ 136,097 千円 Ｒ３ 115,682 千円 Ｒ４ 14,949 千円

直近５年の収支決算（単位：千円） Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

収入計 200,490 198,492 139,019 115,682 59,534

利用料収入 199,908 197,492 136,097 115,682 14,949

指定管理料 16,679

その他収入 582 1,000 2,922 27,906

支出計 202,478 205,219 174,458 145,501 65,417

人件費 81,483 86,536 84,287 59,156 26,300

人件費以外 120,995 118,683 90,171 86,345 39,117

差　引 ▲ 1,988 ▲ 6,727 ▲ 35,439 ▲ 29,819 ▲ 5,883

※単年度維持管理・運営費が１億円以上の公募施設について、民間事業者の意見を参考に運営手法や公募要件
を検討するため、指定期間終了の２～３年前にサウンディング（官民対話）を実施する。

設置目的

恵まれた自然の中で県民が自由時間を利用して行う観光レクリエーション活動の
ための利便の増進を図り、ゆとりのある県民生活の実現に寄与するとともに、県
内外の交流を促進し、地域の活性化を図る。

県の施策上の
施設の位置付け

指定管理業務の内容

自主事業の内容

無し
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２　観点ごとの評価

【ポイント】
　施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

（観点Ⅰ）の評価

（観点Ⅰ）施設の設置目的（施設の目指す姿）の達成に関する取組

○指定期間における運営方針・施設の利用目標

※協定書に記載した運営方針・施設の利用目標を記載
（Ｒ６年度以降に指定管理を開始・更新する施設から基本協定書に定めることとなっているため、
それまでは記載不要）

○目標の設定（毎年度、県と指定管理者が協議の上、業務計画書に定める目標）

令和４年度
の目標

利用者数　1,800人（11月～3月の4ヶ月間）

年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

目標 14,515 14,780 12,905 

実績 15,181 10,822 8,819 

達成率 104.6% 73.2% 68.3%

実績 1,661 達成率 92.3%

具体的な
取組と

その効果

【4ヶ月の営業休止後、11月からの再開】
再開営業の告知ＰＲを積極的に行うことができたため、主にリピーター等の
集客の回復が見られた。しかし、冬季に入ってからの再スタートということ
と、コロナ感染症が完全に終息していない状況等もあり利用者の数が伸びな
かった。

令和５年度
目標 利用者数9,400人

の目標
（設定根拠） 設定根拠

魅力ある宿泊プランの充実やネット販売の活用、営業の強化等による誘客推
進策を図りつつ、組織の収益構造を見直しながら黒字化を目指すための収支
計画に基づき目標利用者数を設定。

※指標が複数ある場合は欄を適宜追加すること。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ

県
（所管課）

Ｂ

【評価基準】次の基準により評価。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に理由を
付すこと。
　また、施設の設置目的（施設の目指す姿）を達成するための、指定期間における運営方針・施設の利用目標
について、指定期間開始年度から評価対象年度までの達成状況をコメント欄に記載すること。
　Ａ：目標達成（数値目標の場合は100%以上）
　Ｂ：A及びC以外
　Ｃ：目標達成に向けて改善が必要（数値目標の場合は80%未満）

直近３年
の実績

令和４年度
の実績

評
価
欄
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【ポイント】
　サービスの質を維持・向上するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

（観点Ⅱ）の評価

（１）経費の低減
【ポイント】

○指定管理者による実績報告

（２）収入の増加　※指定管理料制施設を除く
【ポイント】
　収入を増加するための具体的な取組がなされ、その効果があったか。

○指定管理者による実績報告

（観点Ⅱ）施設の有効性（利用者の満足度）の向上に関する取組

Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度

88.0% 90.3% 81.8%

実績 82.40%

具体的な
取組と

その効果

利用者アンケートによる評価を集計し、その課題や対策等を職員で協議
し改善を図り、80％を超える満足度となった。特に営業再開を機に実施
したランチ営業が利用者から好評であった。

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ａ

県
（所管課）

Ａ

【評価基準】次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄に
理由を付すこと。
　Ａ：満足度80%以上　　Ｂ：A及びC以外　　Ｃ：満足度60%未満

（観点Ⅲ）効率性の向上等に関する取組

　施設の管理運営（指定管理業務）に関し、経費を効率的に低減するための十分な取組がなさ
れ、その効果があったか。

経費の
低減実績

【5ヶ月間の営業であり前年度実績との比較が困難】
前指定管理者の経費構造を精査しながら、効率的な経費低減に努め
た。

具体的な
取組と

その効果

営業再開時における経費削減に取り組み、経費の増加を抑えた。

※費用の総額では効果が計れない場合は、例えば利用者１人当たりの単価を算出する方法等も考えられる。

収入の
増加実績

【5ヶ月間の営業であり前年度実績との比較が困難】　　　　　　
前指定管理者の収益構造を精査しながら、売上向上に努めた。

具体的な
取組と

その効果

営業再開にあたり、リピーター客への周知や新聞、テレビＣＭ等に
よる広告宣伝等を実施した。

利用者満足度
の状況

（直近３年）

令和４年度
の実績

評
価
欄

令和４年度
の実績

令和４年度
の実績
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（観点Ⅲ）の評価

【ポイント】

○指定管理者による実績報告

（観点Ⅳ）の評価

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ

県
（所管課）

Ｂ

【評価基準】　次の基準により評価を行う。基準によらず各区分に相当すると認められる場合は、コメント欄
に理由を付すこと。
Ａ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上改善
Ｂ：A、C以外
Ｃ：（１）経費の低減、（２）収入の増加とも前年比で５％以上悪化

（観点Ⅳ）公の施設にふさわしい適正な管理運営に関する取組

評価者 評価 コメント

指定管理者 Ｂ
4ヶ月の営業休止後の11月からの指定を受けた再営業であったが、実績報告に記
載のとおり、施設の管理運営等、指定管理業務は適正に行っている。

県
（所管課）

Ｂ
組織体制を強化し、各部門の役割を明確にして職員の資質向上を図り、利用者
が安全で快適に利用できる状態を維持している。

【評価基準】　Ａ：順調（改善点なし）、Ｂ：概ね順調（重大な問題点なし）、Ｃ：改善が必要（重大な問題
点あり）
　県（所管課）の評価においては、モニタリング結果を踏まえて評価を行う。

評
価
欄

　施設の管理運営（指定管理業務）の適切な実施に向けた具体的な取組がなされ、その効果が
あったか

令和４年度
の実績

○人員配置
　施設の管理運営に必要な人員を配置しており、サービス提供に支障は生じてい
ない。

○職員の資質向上
　職場内実地研修を随時行っている。　　　　　　　　　　　　

○地域や関係団体等との連携
　イベントへの協力など、地域で活動している団体と連携を図っている。

○安全対策
　施設の点検結果から、必要に応じて修繕を行い、利用者が快適に利用できる状
態を保っている。

○危機管理等
　事故対策等及び緊急時連絡体制を整備している。

評
価
欄
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【県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方】

※全施設記載

【外部有識者委員会による評価（提言）】　

※外部有識者委員会の評価対象となる約２０施設について記載

【外部有識者委員会による評価（提言）を踏まえた今後の対応方針】

○県の施策の達成状況

○施設運営の課題

○今後の方向性

評価（提言）
○施設の管理運営状況について

○県の施策達成に向けた施設運営について

今後の対応方針
指定管理者

県所管課

（施設を運営することで、県の施策がどの程度達成されたか等）
・秋の宮山荘は宮城県側からの玄関口に位置しており、周辺にはジオパークなどポテンシャルの高い観光資源
があることから、湯沢市等と連携し県外客の獲得を図り、湯沢、雄勝地域の観光拠点として周辺地域への誘客
にも寄与している。

・1996年に建設されてから27年が経過し、施設の老朽化が進んでおり、各種設備等の修繕を計画的に実施して
いく必要がある。

（県の施策の達成状況や課題を踏まえて、今後所管課としてどのように対応していくか等）
・利用者の安全や利便性の向上を図るための施設修繕を実施し、引き続き、湯沢、雄勝地域の観光拠点施設と
して周辺地域への誘客を図る。

（（観点Ⅰ）～（観点Ⅳ）に対するコメントを記載）

（県の施策達成に向けた県所管課の施設運営に対する考え方を踏まえてコメントを記載）

（施設の管理運営等について今後の対応方針を記載）

（県の施策達成に向けた施設運営等について今後の対応方針を記載）
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（07秋の宮山荘）指定管理者制度導入施設評価票 別紙（料金表）

秋田県営秋の宮山荘

(１) 客室

ア 通常期

区分 利用料金の額

客室 Ａ 宿泊 小学校児童及び中学校生徒 １人１泊につき ２人で使用する場合 5,230円

（6,760円）

３人で使用する場合 4,840円

（6,380円）

４人で使用する場合 4,450円

（6,000円）

５人で使用する場合 4,450円

（6,000円）

一般 １人で使用する場合 9,350円

（11,550円）

２人で使用する場合 7,150円

（9,350円）

３人で使用する場合 6,600円

（8,800円）

４人で使用する場合 6,050円

（8,250円）

５人で使用する場合 6,050円

（8,250円）

日帰り 小学校児童及び中学校生徒 １人１時間につき ２人で使用する場合 510円

（510円）

３人で使用する場合 510円

（510円）

４人で使用する場合 510円

（510円）

５人で使用する場合 510円

（510円）

一般 １人で使用する場合 510円

（510円）

２人で使用する場合 510円

（510円）
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３人で使用する場合 510円

（510円）

４人で使用する場合 510円

（510円）

５人で使用する場合 510円

（510円）

Ｂ 宿泊 小学校児童及び中学校生徒 １人１泊につき ２人で使用する場合 5,230円

（6,760円）

３人で使用する場合 4,450円

（6,000円）

一般 １人で使用する場合 9,350円

（11,550円）

２人で使用する場合 7,150円

（9,350円）

３人で使用する場合 6,050円

（8,250円）

特 宿泊 小学校児童及び中学校生徒 １人１泊につき ２人で使用する場合 9,080円

別 （9,080円）

室

３人で使用する場合 8,300円

（8,300円）

４人で使用する場合 7,540円

（7,540円）

５人で使用する場合 7,540円

（7,540円）

６人で使用する場合 7,540円

（7,540円）

７人で使用する場合 7,540円

（7,540円）

一般 １人で使用する場合 15,950円

（15,950円）

２人で使用する場合 12,650円

（12,650円）

３人で使用する場合 11,550円

（11,550円）

４人で使用する場合 10,450円

（10,450円）
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５人で使用する場合 10,450円

（10,450円）

６人で使用する場合 10,450円

（10,450円）

７人で使用する場合 10,450円

（10,450円）

備考

１ この表における「通常期」とは、「繁忙期」を除く期間をいう。

２ この表における「小学校児童及び中学校生徒」には、これらの者に準ずる者を含むものとする。

３ 客室を宿泊する目的で使用する場合において、小学校に入学する前の者が別に宿泊用具を使用するときは、

当該者を小学校児童とみなす。

４ 使用時間が１時間未満であるとき又はその使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算す

るものとする。

５ この表における括弧内の利用料金の額は、日曜日の前日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

第３条に規定する休日の前日に使用する場合に適用する。

６ この表に定める区分のほか、「企画料金」として、企画商品の種類に応じて、指定管理者が別に定めること

とする。

イ 繁忙期

区分 利用料金の額

客室 Ａ 宿泊 小学校児童及び中学校生徒 １人１泊につき ２人で使用する場合 9,080円

３人で使用する場合 8,690円

４人で使用する場合 8,300円

５人で使用する場合 8,300円

一般 １人で使用する場合 13,750円

２人で使用する場合 12,650円

３人で使用する場合 12,100円

４人で使用する場合 11,550円

５人で使用する場合 11,550円

日帰り 小学校児童及び中学校生徒 １人１時間につき ２人で使用する場合 510円

３人で使用する場合 510円

４人で使用する場合 510円

５人で使用する場合 510円

一般 １人で使用する場合 510円
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２人で使用する場合 510円

３人で使用する場合 510円

４人で使用する場合 510円

５人で使用する場合 510円

Ｂ 宿泊 小学校児童及び中学校生徒 １人１泊につき ２人で使用する場合 9,080円

３人で使用する場合 8,300円

一般 １人で使用する場合 13,750円

２人で使用する場合 12,650円

３人で使用する場合 11,550円

特 宿泊 小学校児童及び中学校生徒 １人１泊につき ２人で使用する場合 12,930円

別

室 ３人で使用する場合 12,150円

４人で使用する場合 11,390円

５人で使用する場合 11,390円

６人で使用する場合 11,390円

７人で使用する場合 11,390円

一般 １人で使用する場合 19,250円

２人で使用する場合 18,150円

３人で使用する場合 17,050円

４人で使用する場合 15,950円

５人で使用する場合 15,950円

６人で使用する場合 15,950円

７人で使用する場合 15,950円

備考

１ この表における「繁忙期」とは、１月１日から同月３日まで、４月24日から５月９日までのうち、日曜日の

前日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）第３条に規定する休日の前日、８月７日から同月

18日まで、全国花火競技大会の開催の日の期間、10月16日から11月７日まで、12月30日から同月31日までをい

う。

２ この表における「小学校児童及び中学校生徒」には、これらの者に準ずる者を含むものとする。

３ 客室を宿泊する目的で使用する場合において、小学校に入学する前の者が別に宿泊用具を使用するときは、

当該者を小学校児童とみなす。
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４ 使用時間が１時間未満であるとき又はその使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算す

るものとする。

５ この表に定める区分のほか、「企画料金」として、企画商品の種類に応じて、指定管理者が別に定めること

とする。

(２) 休憩室、多目的ホール等

区分 使用の単位 利用料金の額

休憩室 個人が使用する場合 小学校児童及び中学校生徒 １人１回につき 240円

一般 370円

貸切使用する場合 １室１時間につき 1,470円

多目的ホール 対価を得る場合 ２分の１室１時間につき 6,520円

１室１時間につき 13,040円

対価を得ない場合 ２分の１室１時間につき 3,260円

１室１時間につき 6,520円

浴室 小学校児童及び中学校生徒 １人１日につき 300円

一般 600円

備考

１ この表における「小学校児童及び中学校生徒」には、これらの者に準ずる者を含むものとする。

２ この表における「対価」とは、使用者がいずれの名義で得るかを問わず、物品等の販売の対価又は役務の提

供の対価をいう。

３ 使用者が対価を得ない場合で営業その他これに類する目的をもって多目的ホールを使用するときの利用料金

の額は、対価を得る場合の利用料金の額とする。

４ 浴室の利用料金は、宿泊者以外の者が浴室を使用する場合に徴収するものとする。

５ 使用時間が１時間未満であるとき又はその使用時間に１時間未満の端数があるときは、１時間として計算す

るものとする。

６ この表に定める区分のほか、「企画料金」として、企画商品の種類に応じて、指定管理者が別に定めること

とする。

(３) 多目的ホールの附属設備

区分 使用の単位 利用料金の額

映像装置 一式１回につき 1,050円


